
＜本人確認書類＞ 

《A の書類》 

・運転免許証 ・運転経歴証明書（交付年月日がH24.4.1 以降のものに限る） ・旅券（パスポート） ・マイナンバーカード 

・住民基本台帳カード（顔写真付き） ・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・精神障害者福祉手帳  

・一時庇護許可書または仮滞在許可書 ・特別永住者証明書 ・在留カード 

 

《B の書類》 

・保険証、資格確認書 ・学生証 ・新型コロナワクチン接種済証 ・子ども医療費受給者証（由仁っ子） 

・ひとり親家庭等医療費受給者証 ・重度心身障害者医療費受給者証 ・年金証書  

・年金手帳または基礎年金番号通知書、年金関係通知書（年金振込通知書、年金額改定通知書） ・母子健康手帳  

・児童扶養手当証書 ・特別児童扶養手当証書 ・生活保護受給者証 ・海技免状 ・電気工事士免状 ・無線従事者免許証  

・動力車操縦者運転免許証 ・運航管理者技能検定合格証明書 ・猟銃・空気銃所持許可証 ・特種電気工事資格者認定証  

・認定電気工事従事者認定証 ・耐空検査員の証 ・航空従事者技能証明書 ・宅地建物取引士証 ・船員手帳 ・検定合格証  

・戦傷病者手帳 ・教習資格認定証 ・官公署がその職員に対して発行した身分証明書 ・地方公共団体が交付する敬老手帳  

・Ａの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類 

・交付申請者が長期で入院していたり介護施設等に入所していたりする場合は、病院長または施設長が交付申請者の顔写真を証明し 

た書類（別紙様式第１） 

・交付申請者が在宅で保健医療サービスや福祉サービスの提供を受けている場合は、居宅介護支援を行う介護支援専門員および当該 

介護支援専門員が所属する指定居宅介護支援事業者の長が交付申請者の顔写真を証明した書類（別紙様式第１―２） 

・交付申請者が未成年者または成年被後見人である場合は、法定代理人が交付申請者の顔写真を証明した書類（別紙様式第２） 

・社会的参加を回避しているために出頭が困難な交付申請者の場合は、このことを相談している公的な支援機関の職員および当該支 

援機関の長が交付申請者の顔写真を証明した書類（別記様式第１―３） 

 

※別紙様式第１、第１―２、第２および別記様式第１―３については、以下に様式を示しています。印刷してご利用ください。 

  



 



 



 



 


